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Ⅰ 素案に対する指摘事項
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Ⅰ 素案に対する指摘事項

3

＜選抜制度検討にあたっての留意事項＞

◇特色枠の検討にあたって
〇「特色枠」という名称は、特色がある生徒が志願できる枠といった、誤解を生む可能性がある。
意図が正確に発信できる名称となるよう検討すべき

◇個別に検討を要する選抜
〇日本語指導が必要な生徒選抜・帰国生選抜の在り方と受入れの充実を併せて検討すべき
〇知的障がい自立支援コースなどの志願者に対しては、どのような受験機会が望ましいか検討すべき
※不登校を経験した生徒に対する選抜（学びの多様化学校）については、さらに検討を行う必要

これらについては、この後ご審議いただく

＜改善例＞
・学校魅力推進枠
・スクールミッション選抜枠



Ⅱ 個別に検討を要する選抜について
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Ⅱ 個別選抜の検討（日本語指導が必要な生徒選抜、帰国生選抜)

5

〇現状（中間報告より）
・近年、府内公立小中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、増加傾向

・府内公立小学校・中学校・高等学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の母
語は、40言語以上
・平成26年度の30言語と比べると多言語

（人）



Ⅱ 個別選抜の検討（日本語指導が必要な生徒選抜、帰国生選抜)

6

〇選抜制度の検討にかかる留意点・現状
・今後、日本語指導を必要とする生徒数が増加することが見込まれる
・多言語化等多様な生徒への対応が必要となる
・これまで日本語指導が必要な生徒選抜実施校（枠校）において、募集上限を超える
志願がある
・枠校のうち特別選抜を実施する高校は、特別選抜の志願状況が定員に満たない場合
は募集上限を超える生徒を受入れているが効果は限定的

【論点】
〇これまで大切にしてきた考え方を踏まえつつ、望ましい選抜の検討が必要

※選抜改善に合わせて、中間報告で指摘のある、日本語指導を必要とする生徒数の増加、多言語化の対応策の検
討が必要



Ⅱ 個別選抜の検討（知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室）

知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室
・知的障がい生徒自立支援コース
・大阪府立高等学校に設置する共生推進教室
・大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科（本校）

自立支援コース 共生推進教室

学籍 高等学校（全日制の課程） 知的障がい高等支援学校（本校）

教育課程 高等学校 特別支援学校

授業の場所 高等学校（週５日） 高等学校（週４日）
高等支援学校（週１日）

制服・学校行事・部活動 高等学校 高等学校

7
リーフレット「高等学校におけるともに学び、と
もに育つ教育の推進」(令和5年9月改訂）より引用

知的障がい生徒自立支援コース
設置校 (府立高校11校) 学 科

府立園芸高等学校
〔池田市〕

フラワーファクトリ科
環境緑化科
バイオサイエンス科

府立阿武野高等学校
〔高槻市〕

普通科

府立柴島高等学校
〔東淀川区〕

総合学科

府立枚方なぎさ高等学校
〔枚方市〕

総合学科

府立八尾翠翔高等学校
〔八尾市〕

普通科

府立西成高等学校
〔西成区〕

総合学科

府立松原高等学校
〔松原市〕

総合学科

府立堺東高等学校
〔堺市〕

総合学科

府立貝塚高等学校
〔貝塚市〕

総合学科

府立桜宮高等学校
〔都島区〕

普通科

府立東淀工業高等学校
〔淀川区〕

機械工学科
電気工学科
理工学科

共生推進教室
設置校

(府立高校10校)
学 科 本校

（府立高等支援学校５校）
府立千里青雲高等学校
〔豊中市〕 総合学科 府立とりかい高等支援学校

〔摂津市〕府立北摂つばさ高等学校
〔茨木市〕

普通科

府立芦間高等学校
〔守口市〕

総合学科 府立むらの高等支援学校
〔枚方市〕府立緑風冠高等学校

〔大東市〕
普通科

府立枚岡樟風高等学校
〔東大阪市〕

総合学科 府立たまがわ高等支援学校
〔東大阪市〕府立金剛高等学校

〔富田林市〕
普通科

府立信太高等学校
〔和泉市〕

普通科 府立すながわ高等支援学校
〔泉南市〕府立久米田高等学校

〔岸和田市〕
普通科

府立東住吉高等学校
〔平野区〕

普通科
芸能文化科 府立なにわ高等支援学校

〔浪速区〕府立今宮高等学校
〔浪速区〕 総合学科



Ⅱ 個別選抜の検討（知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室）

8

【論点】
〇これまで大切にしてきた考え方を踏まえつつ、望ましい選抜の検討が必要

・学力検査は課さない方法により引き続き選抜を行うことが必要
（大阪府学校教育審議会障がい教育専門部会 報告平成17年６月24日）
・「志願した高等学校の特色の理解」という観点による選抜
・選抜が高倍率となっている

〇選抜制度の検討にかかる留意点・現状

【参考】現行の知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の選抜について
知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の選抜は、調査書、推薦書及び面接を資料として、次の観点等
による総合的評価で実施
①志願した高等学校の特色の理解
（共生推進教室を設置する高等学校の特色及び共生推進教室の教育課程の理解）
②中学校等内外における学習や活動の状況
③様々な事柄に対する興味・関心の広さ
④他の生徒とともに学ぼうとする意欲
⑤出身中学校等など地域の関係機関との連携

【参考】知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて～10年間の成果を踏まえて平成29年３月 大阪府教育庁 より



Ⅱ 個別選抜の検討（その他多様な選抜）

現状 検討の方向性

学びの
多様化
学校

【学校教育審議会（中間報告）】
生徒が自分のペースで将来に向かって取り組めるよう、
少人数で、かつ一人ひとりの状況に応じて、多様で
柔軟な学びを提供する「学びの多様化学校」を、高
校において設置すべき

学校のコンセプトに合わせた受け入
れについて検討が必要

9

現行選抜概要 検討の方向性

夜間定
時制の
課程

〇学力検査（３教科）による選抜を実施 〇学力検査を課すか、面接のみ
の選抜とするかなど、選抜資料に
ついて検討が必要

〇より柔軟な受入れの検討等が
必要

通信制
の課程 〇面接による選抜を実施

【既設高校】

【設置に向けての検討】



Ⅲ 審議会（答申）に向けて
（答申構成項目（案））
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Ⅲ 審議会（答申）に向けて（答申構成項目（案））

府立高校改革の具体的な方向性とそれを踏まえた入学者選抜制度のあり方について

第＠章 府立高校をめぐる状況
・府立高校を取り巻く環境の変化

第＠章 教育を取り巻く国の動き
１ スクール・ミッションの再定義
２ 学習指導要領の改訂
３ 普通科改革

11



Ⅲ 審議会（答申）に向けて（答申構成項目（案））

第＠章 これからの府立高校改革の方向性
１ 具体的提言
１－１ 府立高校のさらなる魅力化
・各校のブランディングに関する提言
・積極的なプロモーション活動に関する提言
・多様なニーズに対応する支援・指導体制の充実に関する提言

１－２ 中間報告記載内容
・普通教育を主とする学科の充実に関する提言
・不登校生徒への対応に関する提言

12



Ⅲ 審議会（答申）に向けて（答申構成項目（案））

第＠章 これからの府立高校の入学者選抜制度のあり方に関する提言
１ 選抜制度改革の背景
２ 望ましい入学者選抜改善の理念
３ 具体的提言
３－１ 選抜機会
３－２ 選抜日程
３－３ 選抜方法
３－４ 選抜資料

13



○大阪府学校教育審議会規則 

昭和四十三年四月十日 

大阪府教育委員会規則第四号 

大阪府学校教育審議会規則をここに公布する。 

大阪府学校教育審議会規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例（昭和二十七年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。）

第六条の規定に基づき、大阪府学校教育審議会（以下「審議会」という。）の組織、委員及び専門委員（以

下「委員等」という。）の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 

（昭六〇教委規則四・平一二教委規則一六・平二四教委規則三・一部改正） 

（職務） 

第二条 審議会は、大阪府教育委員会（以下「委員会」という。）の諮問に応じて、条例別表第一第二号に

掲げる当該担任事務について調査審議し、及びこれらの事項について委員会に意見を述べるものとする。 

（昭五六教委規則二・昭六〇教委規則一二・平二四教委規則三・令二教委規則一七・一部改正） 

（組織） 

第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから委員会が任命する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（昭六〇教委規則一二・平一二教委規則一六・令二教委規則一七・一部改正） 

（専門委員） 

第四条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、委員会が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了するまでの間在任する。 

（平一二教委規則一六・全改、令二教委規則一七・一部改正） 

（会長） 

第五条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（平一二教委規則一六・全改） 

（会議） 

第六条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（昭六〇教委規則四・一部改正、平一二教委規則一六・旧第八条繰上・一部改正、令四教委規則四・

一部改正） 

（部会） 

第七条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員等は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれにあたる。 

４ 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。 

５ 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とす

ることができる。 

６ 第十条の規定にかかわらず、部会の庶務は、部会における審議事項を担当する所属において行うことが

できる。 

（平一二教委規則一六・追加、令四教委規則四・一部改正） 



（報酬） 

第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。 

（昭四七教委規則一三・昭五一教委規則六・昭五二教委規則八・昭五四教委規則八・昭五六教委規

則二・昭六〇教委規則四・昭六三教委規則二・平四教委規則八・一部改正、平一二教委規則一六・

旧第十条繰上・一部改正、平二四教委規則三・平二八教委規則一五・一部改正） 

（費用弁償） 

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例（昭和四十年大阪府条例第三十七号）による指

定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。 

（昭六〇教委規則四・昭六〇教委規則一一・昭六三教委規則二・平一一教委規則二・一部改正、平

一二教委規則一六・旧第十一条繰上・一部改正、平一八教委規則四・平二〇教委規則一七・平二四

教委規則三・一部改正） 

（庶務） 

第十条 審議会の庶務は、大阪府教育庁教育総務企画課において行う。 

（昭五六教委規則二・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十三条繰上、平二四教委規則三・旧第

十一条繰上、平二八教委規則一五・一部改正） 

（委任） 

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（昭六〇教委規則四・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十四条繰上、平二四教委規則三・旧第

十二条繰上） 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 大阪府教育課程審議会規則（昭和二十八年大阪府教育委員会規則第一号）は、廃止する。 

３ 委員等の報酬の額は、平成二十年八月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において、第八条第

一項の規定にかかわらず、日額八千八百円とする。 

（委員の任期に関する特例） 

４ この規則の施行の日から令和七年六月三十日までの間に第三条第二項の規定により任命される委員会の委員

(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から令和七年六月三十日までと

する。 

（平二〇教委規則一七・追加） 

附 則（昭和四五年教委規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四七年教委規則第一三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五一年教委規則第六号） 

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五二年教委規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五四年教委規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五六年教委規則第二号） 

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六〇年教委規則第四号） 

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六〇年教委規則第一一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六〇年教委規則第一二号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和六年教委規則第六号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。 

附 則（昭和六三年教委規則第二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成四年教委規則第八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に委員となっている者の任期については、改正後の大阪府学校教育審議会規則第

六条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までとする。 

附 則（平成一一年教委規則第二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

（大阪府学校教育審議会等の委員の費用弁償の額の特例に関する規則の廃止） 

２ 大阪府学校教育審議会等の委員の費用弁償の額の特例に関する規則（昭和五十四年大阪府教育委員会規

則第七号）は、廃止する。 

附 則（平成一二年教委規則第一六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一八年教委規則第四号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成一九年教委規則第一一号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年教委規則第一七号） 

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。 

附 則（平成二三年教委規則第三号） 

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年教委規則第三号） 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年教委規則第三五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年教委規則第一五号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年教委規則第一七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和四年教委規則第四号） 

この規則は、令和四年四月一日から施行する。 

 


